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農地の賃料（小作料）に関する賠償について農地の賃料（小作料）に関する賠償について農地の賃料（小作料）に関する賠償について農地の賃料（小作料）に関する賠償について    

 

 東京電力株式会社では、原子力発電所事故により農地の賃料（小作料）を得ら

れなかった農地の貸し主の方に対して賠償を行っております。 

 この賠償の具体的な考え方につきましては、以下をご確認ください。 

 

○賠償の考え方○賠償の考え方○賠償の考え方○賠償の考え方    

農地の貸し主の方が、原子力発電所の事故により農地の借り主の方が営農で

きないため得られなかった賃料（小作料）収入について、貸し主の方に合理的

な範囲内で賠償されます。 

＜請求するため請求するため請求するため請求するためにににに必要必要必要必要なななな東京電力への東京電力への東京電力への東京電力への提出提出提出提出書類書類書類書類＞ 

①農地の賃貸借関係を証明する書類（利用権設定関係書類等） 

②賃料（小作料）が得られなかったことを証明する書類（確定申告書等） 

 

なお、賠償対象期間中に農地の利用権設定の満了等が判明した場合など、設

定や契約の内容等の個別の事情について、東京電力から問い合わせがある場合

があります。 

 

 

※※※※ただし、原子力発電所の事故により営農できないにもかかわらず、農地の借

り主の方が貸し主の方へ賃料（小作料）を支払っている場合は、借り主の方に

合理的な範囲内で賠償されます。 

 ＜請求するために必要な請求するために必要な請求するために必要な請求するために必要な東京電力への東京電力への東京電力への東京電力への提出書類提出書類提出書類提出書類＞ 

①農地の賃貸借関係を証明する書類（利用権設定関係書類等） 

②賃料（小作料）の支払を証明する書類（領収書、金融機関の振込明細等） 

 

 

○特記事項○特記事項○特記事項○特記事項    

 請求するために必要な書類がお手元にない方は、東京電力が個別に事情を伺

ったうえで対応いたしますので、下記の問い合わせ先までご連絡願います。 

その他具体的な請求方法や不明な点のある方につきましても、下記の問い合

わせ先までご連絡願います。 

 

 

【問い合わせ先】 

東京電力株式会社東京電力株式会社東京電力株式会社東京電力株式会社    福島原子力補償相談室福島原子力補償相談室福島原子力補償相談室福島原子力補償相談室    

電話：０１２０－９２６－４０４電話：０１２０－９２６－４０４電話：０１２０－９２６－４０４電話：０１２０－９２６－４０４    

受付時間：午前９時から午後９時受付時間：午前９時から午後９時受付時間：午前９時から午後９時受付時間：午前９時から午後９時 

 


